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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板上にゲート、ソース、ドレイン配線を有するトランジスタ素子を備えたトラ
ンジスタ駆動層が形成され、
　該トランジスタ駆動層の上に素子分離用バンクと、順次積層された下部電極と有機発光
層と透明な材料からなる上部電極とが形成され、
　第２の基板上にカラーフィルタと導電性遮光パターンが形成されてなり、
　前記素子分離用バンクに囲まれた前記有機発光層と前記カラーフィルタとが対向し、
　前記素子分離用バンク上に位置する前記上部電極と前記導電性遮光パターンとが対向す
るように前記第１の基板と前記第２の基板とが対向して配置されてなり、
　前記第２の基板上のカラーフィルタ及び導電性遮光パターンの前記第１の基板側に透明
なオーバーコート膜を有し、
　当該導電性遮光パターン上のオーバーコート膜に形成された孔を介して配置された導電
性スペーサにより、前記導電性遮光パターンと前記上部電極とが電気的に接続され、
　外部に配置された直流電源に接続するための給電点が少なくとも前記上部電極または前
記導電性遮光パターンに設けられてなることを特徴とする有機エレクトロニクス表示装置
。
【請求項２】
　前記導電性遮光パターンは遮光層と導電層からなり、該導電層と前記上部電極とが電気
的に接続されてなることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロニクス表示装置。
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【請求項３】
　前記導電性遮光パターンの比抵抗が前記上部電極に比較して小さいことを特徴とする請
求項１に記載の有機エレクトロニクス表示装置。
【請求項４】
　前記導電性遮光パターンの比抵抗が前記上部電極の比抵抗の１／１００以下であること
を特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロニクス表示装置。
【請求項５】
　前記導電性スペーサは、球状スペーサであることを特徴とする請求項１に記載の有機エ
レクトロニクス表示装置。
【請求項６】
　前記導電スペーサは、柱状スペーサであることを特徴とする請求項１に記載の有機エレ
クトロニクス表示装置。
【請求項７】
　該柱状スペーサの表面に透明導電膜が形成され、該透明導電膜を介して前記導電性遮光
パターンと前記上部電極とが電気的に接続されてなることを特徴とする請求項６に記載の
有機エレクトロニクス表示装置。
【請求項８】
　上記第２の基板上に遮光パターン、カラーフィルタを形成後、これらの層の上に前記透
明なオーバーコート膜を形成し、前記第１の基板上では前記上部電極上に透明な保護膜を
形成し、該第１基板側の前記保護膜と第２の基板側の前記オーバーコート膜を突き破るよ
うにして配置された前記導電性部材を介して前記上部電極と前記導電性遮光パターンとが
電気的に接続されてなることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロニクス表示装
置。
【請求項９】
　前記有機発光層が同一発光色を放出することを特徴とする請求項１に記載の有機エレク
トロニクス表示装置。
【請求項１０】
　前記有機発光層が白色発光層であることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロ
ニクス表示装置。
【請求項１１】
　少なくとも前記第１の基板または前記第２の基板の周辺に設けられた接着層を用いて前
記第１の基板と前記第２の基板とが封止されてなり、封止された空間が不活性ガスで充填
されてなることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロニクス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
  有機エレクトロルミネッセンス(以下、有機ＥＬ)表示装置は、大きく分けて３層構造の
素子が複数配列されることにより形成される。中間に位置する有機発光層に正孔注入する
陽極電極と電子を注入する陰極電極により構成される。
【０００３】
　有機発光層は、（１）陰極電極側から見て、発光層、正孔輸送層の順に形成される２層
構造のもの、（２）陰極電極側から見て、電子輸送層、発光層の順で形成される２層構造
のもの、（３）陰極電極側から見て、電子輸送層、発光層、正孔輸送層の順に形成される
３層構造のものが用いられている。上記の両電極間に数V程度の電圧を印加すると、陽極
電極側から正孔が注入され、陰極電極より電子が注入され、発光層で結合し、発光する。
【０００４】
　有機ＥＬ素子を画素に用いた表示装置には、単純マトリクス駆動とアクティブマトリク
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ス駆動の表示装置がある。単純マトリクス駆動有機ＥＬ表示装置は複数の陽極ラインと陰
極ラインとが交差した位置に有機発光層が形成されており、各画は１フレーム期間中、選
択時間のみ点灯する。選択時間は、１フレーム期間を陽極ライン数で除した時間幅となる
。単純マトリクス有機発光表示装置は構造が単純であるという利点を有する。
【０００５】
　しかし、画素数が多くなると選択時間が短くなるので、１フレーム期間中の平均輝度を
所定の値にするためには、駆動電圧を高くし、選択時間中の瞬間輝度を高くする必要があ
る。そのため、有機発光素子の寿命が短くなる問題があった。また、有機発光素子は電流
駆動であるため、特に大画面では、配線抵抗による電圧降下が生じ、各画素に均一に電圧
が印加できず、その結果、表示装置内で輝度ばらつきが発生していた。以上のことより、
単純マトリクス有機発光表示装置では高精細，大画面化に限界があった。
【０００６】
　一方、アクティブマトリクス有機発光表示装置では、各サブ画素を構成する有機発光素
子に、２～４個の薄膜トランジスタのスイッチング素子及び容量から構成される駆動素子
が接続されており、１フレーム期間中の全点灯が可能となる。そのため、輝度を高くする
必要がなく、有機発光素子の寿命を長くすることが可能であった。よって、高精細、大画
面化において、アクティブマトリクス有機発光表示装置が有利であった。
【０００７】
　従来の有機発光表示装置では、発光光を基板裏側から取出すボトムエミッション構造を
採用してきたので、基板と有機発光素子との間に駆動部を設けたアクティブマトリクス有
機発光表示装置では、開口率が制限される。
【０００８】
　以上の問題点を解決するために、上部電極を透明化し、発光光の取出しを上部電極側か
ら行うトップエミッション構造を採用する試みがあった。例えば、特許文献１には上部電
極を２層構成にし、第１層にＭｇ，Ａｇ等の注入層、第２層にＩＴＯ(インジウム・スズ
酸化物)等の透明電極を用い、上部電極から光を取出す有機ＥＬ素子が開示されている。
【０００９】
　また、特許文献２にはアクティブマトリクス有機発光表示装置において、駆動素子の電
極と画素となる有機発光素子の下部電極を接続する位置の上部に隔壁を形成した画素構造
が開示されている。また、この構造は上部電極側から光を取出す表示装置においても適用
可能である事も開示されている。
【００１０】
　電極の給電点からの距離に依存して生じていた発光輝度の低下を防ぐ試みとして、特許
文献３には、画素の脇に低抵抗材の補助電源線を設け、この補助電源線と上部透明電極を
接続させた構造が開示されている。
【００１１】
　また、特許文献４のように、トップエミッション構造の全画素を白色または青色に発光
するようにして、カラーフィルタ又は色変換フィルタを用いてフルカラー化を実現する構
造が開示されている。
【００１２】
【特許文献１】ＵＳＰ第５、７０３、４３６号公報
【特許文献２】特開２００１－１４８２９１号公報
【特許文献３】特開２００１－２３００８６号公報
【特許文献４】特開２００１－２１７０７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
  トップエミッション構造で大形の有機ＥＬ表示装置を実現しようとすると次のような問
題が生じた。トップエミッション構造では、上部電極に透明導電膜を用いているが、下地
層となる有機層にダメージを与えないためには低温成膜が必須である。その結果、Ａｌな
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どの金属膜と比べて比抵抗で３００倍以上と高抵抗となる。また上部電極を金属膜にした
場合でも、透明度を確保しつつ、下地層となる有機層に対するダメージを低くするために
は、金属膜の膜厚を厚くすることはできない。つまり、上部電極の高抵抗化が問題となる
。
【００１４】
　各画素に属する有機発光素子には上部電極から電子あるいは正孔を供給される。通常基
板端を上部電極の給電点がある。下部電極への電流供給線に比べ抵抗の大きい透明導電材
料を上部電極に用いると、給電点から画素までの距離に応じて配線抵抗値の増加が無視で
きなくなる。そのため、画素を構成する有機発光素子に印加される実効電圧の降下も、給
電点と画素の距離が大きくなると無視できなくなり、輝度変化が顕著となる。
【００１５】
　特許文献３では、画素の脇に低抵抗材の補助電源線を設け、この補助電源線と上部透明
電極を接続させ、補助電源線から電流を供給することにより実効電圧の降下を防いでいた
。
【００１６】
　しかしながら、この方法では補助電源線と上部透明電極をつなぐエリアへの有機物の付
着を防ぐ必要があった。このため、低分子材料を用い蒸着法で有機発光層を形成しようと
すると、補助電極上部の接続面をカバーする精密に加工した蒸着マスクが必要であった。
この蒸着マスクは一般的に板厚１０から１００μｍのメタルシートを用い、エッチングで
孔加工するか、電鋳により孔が開いたメタルシートを形成する。
【００１７】
　いずれの加工方法を選択しても、マスクシートは、小形で低解像度，低開口率の製品向
けのものについては製造しやすいが、大形の製品に向けたものは製造が困難であり、しか
も解像度と開口率が向上すると製造が極めて困難であった。
【００１８】
　この精密に加工したパターンを持つマスクは基板に対して精密に位置合わせしなくては
ならない。蒸着中では、材料を蒸発させるために加熱した蒸発源からの放射熱により蒸着
マスクと基板の温度上昇が生じる。この時、マスクと基板の間で熱膨張の差があっても、
蒸着ずれの原因となる。このため、開口率を低下させずに補助電極上部の接続面をカバー
することは困難であった。
【００１９】
　また精密な開孔パターンを持つ蒸着マスクを用いて有機発光層を蒸着してゆくと、蒸着
マスクの裏面に有機物が堆積する。この有機物が蒸着マスクの精密に加工した孔部に付着
すると、蒸着する幅が減少してしまうため、定期的に蒸着マスクを洗浄する必要がある。
このとき、強度が弱いメタルシートにダメージを与えないように洗浄することは困難であ
り、蒸着マスクを洗浄するにしても使い捨てにするにしても非常に高いコストがかかって
いた。
【００２０】
　以上に示したように、大形かつ高精細・高開口率の表示装置を実現しようとすると、精
密な孔加工を施す蒸着マスクが律速となり製造が困難であり、また高コストがかかる。
【００２１】
　一方、特許文献４のように、全画素を白色または青色に発光するものであれば、画素部
以外の部分をマスクすればよいため、開口幅は十分に大きく取れるため、精密な加工を施
した蒸着マスクが不要となり、蒸着マスクを容易に製造できる。また、基板と蒸着位置合
わせも、精密に孔加工した蒸着マスクでは数μｍから５０μｍ程度の位置精度が必要であ
ったのに対し、１００～５００μｍ程度に緩和することが可能である。
【００２２】
　さらに、蒸着マスクへの蒸着材料付着による精度劣化に対しても鈍感になり、精密に孔
加工した蒸着マスクと比べて、長期間蒸着を続けることが可能となる。
したがって、蒸着マスク自体は製造の律速とならず、低コストで有機発光層の蒸着が可能
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である。しかしながら、透明上部電極への給電は基板端部にのみ可能であるため、大形の
表示装置では表示面内の発光輝度むらは避けられなかった。
【００２３】
　これらのように、従来技術では有機ＥＬ表示装置の大形化と有機発光層の蒸着コスト低
減は両立できなかった。本発明の課題は、素子の寿命を確保しつつ、大形化で輝度のむら
を生じさせず、かつ有機発光層の蒸着形成において生産コストを低減することが容易な有
機ＥＬ素子構造を持った表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
  上記の課題を解決するために、本発明では、第１の基板の上方に素子分離用バンクと下
部電極と有機発光層と透明な材料からなる上部電極とが順次積層され、第２の基板上にカ
ラーフィルタと導電性遮光パターンが形成されてなり、素子分離用バンクに囲まれた有機
発光層とカラーフィルタとが対向し、素子分離用バンク上に位置する上部電極と導電性遮
光パターンとが電気的に接続されるように第１の基板と第２の基板とが対向して配置され
てなり、少なくとも上部電極または導電性遮光パターンが給電点に接続させた有機エレク
トロニクス表示装置を構成した。
【００２５】
　この導電性遮光パターンは遮光層と導電層からなり、導電層と上部電極とが電気的に接
続しても良い。また、導電性遮光パターンに用いる材料の比抵抗は上部電極に比較して小
さくする。具体的には、導電性遮光パターン材料の比抵抗が上部電極の比抵抗の１／１０
０以下であることが好ましい。
【００２６】
　第１の基板上にゲート、ソース、ドレイン配線を有するトランジスタ素子を備えたトラ
ンジスタ駆動層が形成され、トランジスタ駆動層の上に素子分離用バンクと下部電極と有
機発光層と透明な材料からなる上部電極とが順次積層され、第２の基板上にカラーフィル
タと導電性遮光パターンが形成されてなり、素子分離用バンクに囲まれた有機発光層とカ
ラーフィルタとが対向し、素子分離用バンク上に位置する上部電極と導電性遮光パターン
とが導電性部材を介して電気的に接続されるように第１の基板と第２の基板とが対向して
配置されてなり、少なくとも上部電極または導電性遮光パターンに給電点を設け、給電点
と外部に設けた直流電源が電気的に接続されてなるようにした。
【００２７】
　そして、導電性部材が導電性遮光パターン上に配置された球状スペーサであっても良い
。更には、導電性遮光パターン上に形成された柱状スペーサであっても良い。そして、柱
状スペーサの表面に透明導電膜が形成され、透明導電膜を介して導電性遮光パターンと上
部電極とが電気的に接続するようにしてもよい。
  また、上部電極を覆うようにして保護膜が形成され、保護膜を突き破るようにして配置
された導電性部材を介して上部電極と導電性遮光パターンとが電気的に接続しても同様な
効果が得られる。
【００２８】
　さらに、第２基板上に遮光パターン、カラーフィルタを形成後、これらの層の上に透明
なオーバーコート膜を形成し、第１基板側の保護膜と第２基板側のオーバーコート膜を突
き破るようにして配置された導電性部材を介して上部電極と導電性遮光パターンとが電気
的に接続しても良い。
【００２９】
　そして、有機発光層が同一発光色を放出するようにしても表示装置を構成できる。単一
色発光の場合、有機発光層が白色発光層にしても表示装置を構成できる。
  更にまた、少なくとも第１の基板または第２の基板の周辺に設けられた接着層を用いて
第１の基板と第２の基板とが封止されており、封止された空間が不活性ガスで充填される
ようにした。
【発明の効果】
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【００３０】
  上記に述べた如く、トップエミッション構造の大形有機ＥＬ表示装置において、給電点
から遠い画素での電圧降下を低減し、表示領域内での発光輝度差を防止することが可能と
なった。また、補助電極としての機能を有する部材は導電性遮光パターンであるため、上
部電極との接続位置は遮光パターンの直下となるために、開口率が低下するという問題も
生じない。トップエミッション構造を採用できることにより、ボトムエミッション構造の
場合に比べて、同じ輝度を得るのに面積あたりの発光強度を下げられるため、素子の長寿
命化が図ることが可能になった。
【００３１】
　また、上記の効果を得るのに、有機発光層の蒸着工程において、画素単位で精密に開孔
したマスクを用いずに、表示領域全体を開口したマスクを用いることが可能となる。この
ため、画素単位で精密に開孔したマスクを用いる蒸着工程に比べて製造コスト及びリード
タイムを削減することができた。
  更に、画素単位で蒸着する方法で律速となっていた解像度も、ＬＣＤと同等の解像度を
得ることができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
  （実施例１）
　以下に本発明に係る有機ＥＬ表示装置の実施形態１を図面に基づいて説明する。図１は
有機ＥＬ表示装置の断面図である。第１基板１に形成する有機発光素子は、第１基板上に
設けた下部電極５と第１注入層、第１輸送層、発光層、第２輸送層、第２注入層からなる
有機発光層７と上部電極(透明電極)８より構成される。
【００３３】
　上記有機発光素子としては、大きく分けて以下の２通りの構造が考えられる。
  １つ目は、下部電極５が陽極、上部透明電極８が陰極の場合である。この場合、有機発
光層７は第１注入層、第１輸送層はそれぞれ正孔注入層と正孔輸送層となる。また、第２
輸送層と第２注入層はそれぞれ電子輸送層と電子注入層となる。
【００３４】
　２つ目は、下部電極が陰極、上部透明電極が陽極の場合である。この場合、第１注入層
と第１輸送層はそれぞれ電子注入層と電子輸送層となる。また、第２輸送層と第２注入層
はそれぞれ正孔輸送層と正孔注入層となる。
  上記構成において、第１注入層、或いは第２注入層を有さない構造も考えられる。また
、第１輸送層、或いは第２輸送層が発光層に兼ねる場合もある。
【００３５】
　ここで言う陽極とは、正孔の注入効率を高める仕事関数の大きな導電膜が望ましい。具
体的には、金，白金が挙げられるが、これらの材料に限定されるわけではない。
  また、陽極として、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、
酸化インジウムゲルマニウム等の２元系、或いは酸化インジウムスズ亜鉛等の３元系であ
ってもよい。又、酸化インジウム以外にも酸化スズ、酸化亜鉛等を主成分とした組成であ
ってもよい。ＩＴＯであれば、酸化インジウムに対して５－１０ｗｔ％の酸化スズを含む
組成が一般的に用いられる。酸化物半導体の製造法は、スパッタ法、ＥＢ蒸着法、イオン
プレーティング法等が挙げられる。
【００３６】
　また、陽極は、前記正孔注入層を設けることにより、仕事関数の大きい材料を用いる必
要がなくなり、通常の導電膜でよくなる。具体的には、アルミニウム、インジウム、モリ
ブテン、ニッケル等の金属や、これら金属を用いた合金や、ポリシリコン、アモルファス
シリコン、錫酸化物、酸化インジウム、インジウム・錫酸化物（ＩＴＯ）等の無機材料が
望ましい。　また、形成プロセスが簡便な塗布法を用いたポリアニリン，ポリチオフェン
等の有機材料、導電性インクが望ましい。また、もちろんこれらの材料に限られるわけで
はなく、また、これらの材料を２種以上併用しても差し支えない。
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【００３７】
　ここで言う正孔注入層とは、陽極と正孔輸送層の注入障壁を下げるため、適当なイオン
化ポテンシャルを有する材料が望ましい。また、下地層の表面凹凸を埋める役割を果たす
ことが望ましい。具体的には、銅フタロシアニン、スターバーストアミン化合物、ポリア
ニリン、ポリチオフェン、酸化バナジウム、酸化モリブテン、酸化ルテニウム、酸化アル
ミニウム、等が挙げられるが、これらに限定される訳ではない。
【００３８】
　また、正孔輸送層とは正孔を輸送し、発光層へ注入する役割を有する。そのため、正孔
移動度が高いことが望ましい。また、化学的に安定であること、そして、イオン化ポテン
シャルが小さいことが望ましい。更には、電子親和力が小さく、ガラス転移温度が高いこ
とが望ましい。具体的には、Ｎ,Ｎ'－ビス(3－メチルフェニル)－N,N'－ジフェニル－[1,
1'－ビフェニル]－4,4'ジアミン(ＴＰＤ)、4,4'－ビス[N－(1－ナフチル)－N－フェニル
アミノ]ビフェニル(α－ＮＰＤ)、4,4',4''－トリ(N－カルバゾリル)トリフェニルアミン
(ＴＣＴＡ)、1,3,5－トリス[N－(4－ジフェニルアミノフェニル)フェニルアミノ]ベンゼ
ン(ｐ－ＤＰＡ－ＴＤＡＢ)が望ましい。また、もちろんこれらの材料に限られるわけでは
なく、また、これらの材料を２種以上併用しても差し支えない。
【００３９】
　上記した発光層とは注入された正孔と電子が再結合し、材料固有の波長で発光する層を
意味する。発光層を形成するホスト材料自体が発光する場合とホストに微量添加したドー
パント材料が発光する場合がある。具体的なホスト材料としては、ジスチリルアリーレン
誘導体(ＤＰＶＢｉ)、骨格にベンゼン環を有するシロール誘導体(２ＰＳＰ)、トリフェニ
ルアミン構造を両端に有するオキソジアゾール誘導体(ＥＭ２)、フェナンスレン基を有す
るペリノン誘導体(Ｐ１)、トリフェニルアミン構造を両端に有するオリゴチオフェン誘導
体(ＢＭＡ－３Ｔ)、ペリレン誘導体(ｔＢｕ－ＰＴＣ)、トリス(８－キノリノール)アルミ
ニウム、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリパラフェニレ
ン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体が望ましい。また、もちろんこれら
の材料に限られるわけではなく、また、これらの材料を２種以上併用しても差し支えない
。
【００４０】
　次に、具体的なドーパント材料としては、キナクリドン、クマリン６、ナイルレッド、
ルブレン、４－（ジシアノメチレン）－２－メチル－６－（パラ－ジメチルアミノスチリ
ル）－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ）、ジカルバゾール誘導体が望ましい。また、もちろんこれ
らの材料に限られるわけではなく、また、これらの材料を２種以上併用しても差し支えな
い。
【００４１】
　電子輸送層とは電子を輸送し、発光層へ注入する役割を有する。そのため、電子移動度
が高いことが望ましい。具体的には、トリス(８－キノリノール)アルミニウム、オキサジ
アゾール誘導体、シロール誘導体、亜鉛ベンゾチアゾール錯体が望ましい。また、もちろ
んこれらの材料に限られるわけではなく、また、これらの材料を２種以上併用しても差し
支えない。
【００４２】
　そして、電子注入層は陰極から電子輸送層への電子注入効率を向上させるために用いる
。具体的には、弗化リチウム、弗化マグネシウム、弗化カルシウム、弗化ストロンチウム
、弗化バリウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウムが望ましい。また、もちろんこれ
らの材料に限られるわけではなく、また、これらの材料を２種以上併用しても差し支えな
い。
【００４３】
　陰極は、電子の注入効率を高める仕事関数の小さな導電膜が望ましい。具体的には、マ
グネシウム・銀合金、アルミニウム・リチウム合金、アルミニウム・カルシウム合金、ア
ルミニウム・マグネシウム合金，金属カルシウムが挙げられるが、これらの材料に限定さ
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れるわけではない。
また、前述の電子注入層を設ければ、陰極の条件として、低仕事関数の材料を用いる必要
がなくなり、一般的な金属材料を用いることが可能となる。具体的には、アルミニウム、
インジウム、モリブテン、ニッケル、等の金属や、これら金属を用いた合金や、ポリシリ
コン、アモルファスシリコンが望ましい。
【００４４】
　図１は下部電極が陽極で、上部電極が陰極の場合である実施例を示す。図１において、
ガラス基板１上には、複数のＴＦＴ３が一定間隔で格子状に配置されている。ＴＦＴ３を
駆動するために、走査線（図示せず)が一定の間隔で配置されているとともに、各走査線
に対して直交する方向に、画像情報を伝送するための信号線(図示せず)が一定の間隔で配
置されている。すなわち、各走査線と各信号線は格子状に配置され、各走査線と各信号線
で囲まれた領域が１個の表示素子の表示領域に相当する。さらにガラス基板１上には、直
流電源３３のマイナス端子３５に接続された複数の電流供給線(図示せず)が信号線と平行
になって配置されている。
【００４５】
　各走査線、信号線、電流供給線はトランジスタ駆動層４の中に形成されている。トラン
ジスタ３の上部のトランジスタ駆動層４の膜厚は、膜表面の平坦度と絶縁性の確保を行う
ために５００ｎｍ程度にしたが、これらの機能が確保できるのであれば、この膜厚に限定
されるものではない。
【００４６】
　モノカラーの表示装置であれば、この１個の表示素子の表示領域が１画素になる。通常
、フルカラーの場合は図１４に示すように、それぞれの表示素子の表示領域４０に赤色、
緑色、青色の発光を行う領域を割り当てる。この時、表示素子はそれぞれサブ画素３９と
定義され、隣接した赤色、緑色、青色の３色のサブ画素を１画素３８として表示の制御を
行う。フルカラーの場合は、上記の３色のサブ画素の他に白色のサブ画素を加えた４色を
１画素として制御してもよい。モノカラーであれば画素の発光素子をフルカラーであれば
サブ画素の発光素子をトランジスタ３でそれぞれ制御する。
【００４７】
　トランジスタ駆動層４の上部には各トランジスタ３に対応して下部電極(陰極)５を設け
る。陰極材料は、アルミニウム、インジウム、モリブテン、ニッケル等の金属や、これら
金属を用いた合金や、ポリシリコン、アモルファスシリコン、錫酸化物、酸化インジウム
、インジウム・錫酸化物（ＩＴＯ）等の無機材料が望ましい。本実施例では、Ｍｇ－Ａｇ
合金を膜厚１００～２００ｎｍで下部電極５を形成した。充分に電子が供給できるのであ
れば、この膜厚に限定されるものではない。トランジスタ３と下部電極５とはトランジス
タ駆動層４に設けたスルーホールを介して接続する。
【００４８】
　下部電極５の周囲及びトランジスタ３の上部には、絶縁体よりなる素子分離用バンク６
を形成する。素子分離用バンク６は、下部電極５の周囲の段差が起因で生じるエッジグロ
ースの抑制を目的としている。このため膜厚としては、下部電極５と同等の膜厚かそれよ
りも厚いことが望ましい。本実施例では素子分離用バンク６を１５０～２５０ｎｍの膜厚
で形成したが、この膜厚に限定されるものではない。また、素子分離用バンク６の端部は
、その上部に成膜する膜のカバレッジを高めるために、上部に比べて下部が広がるように
形成するのが望ましい。
【００４９】
　下部電極５とバンク６を形成後、有機発光層７を形成する。各有機発光素子は、電子注
入層、電子輸送層、発光層、正孔輸送層、正孔注入層の順で形成する。これらの層は低分
子材料であれば蒸着で形成する。本発明によれば、表示領域以外をカバーし、表示領域全
体を開口したマスクを用いて、有機発光層7の各層を形成することが可能である。
【００５０】
　このような蒸着マスクを用いることが可能となるため、画素単位で精密に開孔したマス
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クを用いた場合に比べて大幅に蒸着でのコストを図ることができる。しかし、敢えて精密
に開孔したマスクを用いて、電極毎に積層する材料を塗り分けることも可能である。前者
の方法で有機発光層７を形成する場合、白色または青色に発光することが望ましい。
【００５１】
　第１基板１において、表示装置外部の直流電源３３のプラス電極３４に接続した配線は
表示装置内部の給電点３６につながり、給電点３６上に上部透明電極８が成膜されること
で上部透明電極８が電極の機能を持つ。このため、本実施例では、上部透明電極８が基板
端に設けた給電点３６で確実に電気的接続ができるように、有機発光層７の蒸着では給電
点３６の上部は蒸着マスクでカバーし、有機物が蒸着されないようにした。
【００５２】
　また、本実施例では白色に発光する有機発光層７を形成した。電子輸送層として青色金
属錯体（Ｚｎｂｏｘ２）を３０ｎｍ、発光層として黄色金属錯体（ＺｎＳｑ２）を３０ｎ
ｍ、ホール輸送層として芳香族ジアミン（ＴＰＤ）を４０ｎｍ積層したが、この組み合わ
せに限定されるものではない。
【００５３】
　有機発光層７を形成後、上部透明電極８を形成する。この場合、表示領域全体と基板１
の端部の給電点３６を開口したマスクを用いスパッタ法で形成する。上部透明電極８の電
極材として具体的には、Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２系透明導電膜、Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ系透明
導電膜が挙げられる。特に、Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２系透明導電膜は液晶表示装置の画素電
極に用いられている。本実施例では、Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２系のＩＴＯを１００～３００
ｎｍの膜厚で積層し、上部透明電極８を形成したが、この材料と膜厚に限定されるもので
はない。
【００５４】
　給電点３６に接続し、表示装置外部に引き出された配線を表示装置外部に設けた直流電
源３３のプラス極３４に接続することで、上部透明電極８から有機発光層７に正孔を供給
することができる。本例では、第１基板側に給電点３６を設ける場合を示したが、２基板
の導電性遮光パターン１０に設けても構わない。
【００５５】
　一方、第２のガラス基板２上には、ガラス基板１の画素に対応した位置を開口した遮光
パターン１０を形成する。この遮光パターン１０はＡｌ，Ｃｒ、Ａｇ，Ｃｕ，Ｍｏ，Ｎｉ
などの金属や合金は、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明電極材料と比較して１／１００以下の比
抵抗の材料を用いる。一般的な金属膜での遮光層は、１００から１５０ｎｍの膜厚が一般
的である。しかし、導電性遮光層１０は遮光だけでなく、電源線としても機能させるため
、上部透明電極８または電流供給線３０と同等の１００から３００ｎｍの膜厚が望ましい
。また、第１基板１の上部透明電極８と導電性遮光パターン１０と接触させる必要がある
ため、導電性遮光パターン１０はカラーフィルタ層９と同等以上の膜厚を有することが望
ましい。
【００５６】
　本実施例では、導電性遮光パターン１０の材料としてＭｏを用いた。Ｍｏと上部透明電
極８の材料に用いたＩＴＯの比抵抗はそれぞれ、５．６×１０－６Ω・ｃｍ，６００～８
００×１０－６Ω・ｃｍであり、ＭｏはＩＴＯに比べて１／１００以下である。ここでは
導電性遮光パターン１０とカラーフィルタ層９の膜厚をそれぞれ３００ｎｍとした。
【００５７】
　組立後に、第１基板1の上部透明電極８と第２基板２の導電性遮光パターン１０が接触
させることにより、低抵抗化を図ることができる。
ここで、上部透明電極の電圧降下の計算例を示す。仮に単位電流当りの発光光量が１０ｃ
ｄ／Ａという高い発光効率を有する有機発光材料を用いたとし、発光輝度を３００ｃｄ／
ｍ２と設定した。また、定電流駆動を行う電圧許容範囲を１０Ｖとした。表示装置として
は、画面の縦横寸法比を９：１６とし、画素の縦横の数をそれぞれ、１２００ドット，２
０００ドットとした。また、図１４に示すように表示領域の長辺に沿った２端部を給電点
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３６とした。
【００５８】
　まず、導電性遮光パターンがない場合を計算する。この場合の表示領域の中央部での電
圧降下ΔＶを式（１）に示す。
ΔＶ＝総和(Ｎ×ｉ×ｒ)＝１／２×Ｎ(Ｎ＋1)×ｉ×ｒ　　　　　　　　　（１）
    Ｎ：縦方向の全画素数の１／２（＝６００ドット）
    ｉ：１画素に流れる定電流値
    ｒ：１画素当りの上部透明電極の抵抗値
ここで、上部透明電極の比抵抗をρ１、膜厚をｔ、画素の幅を横ｗ，縦Ｌとする。
１画素当りの電流値は、
    ｉ＝３００〔ｃｄ／ｍ２〕／１０〔ｃｄ／Ａ〕×ｗ×Ｌ　＝３０ｗＬ　〔Ａ〕　（２
）
となる。また、１画素当りの抵抗値は、
    ｒ＝ρ１×Ｌ／（ｗ×ｔ）　〔Ω〕　　　　　　　　　　　　　（３）
と表せる。縦方向と横方向の表示領域の幅をそれぞれＷ０，Ｌ０とすると、
    ｗ＝Ｗ０／２０００　〔ｍ／ドット〕　　　　　　　　　　　　　　 　（４）
    Ｌ＝Ｌ０／１２００　〔ｍ／ドット〕　　　　　　　　　　　　　 　　（５）
である。
【００５９】
　上部透明電極の膜厚を３００ｎｍとして、また、上部透明電極の材料であるＩＴＯの比
抵抗値を６００Ω・ｃｍとして、各表領域の対角寸法毎に電圧降下ΔＶ[Ｖ]の値を計算し
た結果を図１５に示す。この結果では、対角寸法が２０インチの場合でも１５Ｖ以上の電
圧降下が生じていた。定電流駆動が可能な許容電圧１０Ｖに対して、上記のケースでは電
圧降下がオーバーしていた。このため、素子に流れる電流が低下し、表示領域の発光輝度
のむらが避けられない。
【００６０】
　上部透明電極８の膜厚を増加させれば、初期に定めた許容電圧以下に電圧降下を抑える
ことが可能である。しかし、膜厚を増加させることにより、透過率の減少、光の横方向へ
の伝播による光取出し効率の減少といった光学的な損失が生じるため、実用的でない。
【００６１】
　仮に、ＩＴＯよりも比抵抗の小さいＩＺＯ（比抵抗：３００～４００）を用いた場合、
電圧降下は比抵抗に比例するため半減するが、それでも対角寸法２５インチ程度の表示装
置が大形化の上限となる。また、有機ＥＬ発光素子の駆動電圧は一般的に１０Ｖ前後であ
る。しかし、仮に定電流駆動装置の駆動電圧の許容値を上昇させても、図１５に示すよう
に電圧降下は大きいため、大形の表示装置は実現できない。
【００６２】
　次に、本発明による導電性遮光層を設けた場合を示す。導電性遮光層の膜厚tは、上部
透明電極と同じ膜厚３００ｎｍで計算した。ここでの計算は導電性遮光パターン１０の比
抵抗をρ２とした。
【００６３】
　液晶の現時点での開口率は７５％程度であり、将来的に８０％程度になることが予想さ
れる。そこで、開口率を８０％として計算することにした。導電性遮光パターンの縦方向
と横方向の幅は画素の寸法に対して同じ比率の１０．５６％とした。
１画素当りに流れる電流は前述の（２）式と同じである。抵抗値ｒは上部透明電極と側の
抵抗ｒ１と導電性遮光パターン１０側の抵抗ｒ２との合成抵抗になる。
導電性遮光パターンの横方向の幅は、０．１０５６ｗと表せる。導電性遮光パターンの縦
方向の抵抗値ｒ２は以下のようになる。
    ｒ２＝ρ２×Ｌ／（０．１０５６ｗ×ｔ）　〔Ω〕　　　　　　　 （６）
また、上部透明電極側の画素単位の抵抗値は、
    ｒ１＝ρ１×Ｌ／（ｗ×ｔ）　〔Ω〕　　　　　　　　　　 （７）
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であるから、合成抵抗値は、
    ｒ＝ｒ１×ｒ２／（ｒ１＋ｒ２）　〔Ω〕　　　　　　　　　　　　（８）
となる。
【００６４】
　（１）～（２）式，（４）～（９）式に基づき、比抵抗比ρ２／ρ１をパラメータとし
て、電圧降下ΔＶを計算した結果を図１５に示す。図１５では比抵抗の比が１／１００を
超える場合、対角寸法が５０インチよりも小さいもので、既に電圧降下が定電流駆動の電
圧許容値１０Ｖを超えてしまう。この場合も、定電流駆動の許容電圧値１０Ｖを超過して
しまうため、定電流駆動が困難になり、表示装置の大形化に制限が生じる。導電性遮光層
１０を厚くして、導電性遮光層自体の低抵抗化を図れば電圧降下も低減できるが、材料コ
スト・プロセス時間の増大が発生するだけでなく、基板自体が金属膜の影響で反りを生じ
てしまい、組立時に支障が生じる。
【００６５】
　したがって、表示装置の大形化を得るためには、導電性遮光パターン１０に用いる材料
の比抵抗を上部透明電極８の材料の比抵抗の１／１００以下にすることが望ましい。図１
では導電性遮光パターン１０の給電は上部電極８を介して間接的に行われているが、直接
行ってもかまわない。
【００６６】
　発光素子が白色に発光する場合、導電性遮光パターンの開口部には、赤，緑，青の３色
のカラーフィルタ９ａを形成する。発光素子が青色に発光する場合、赤，緑，青に発光色
を変換する色変換フィルタ９ｂを形成する。カラーフィルタ９ａまたは色変換フィルタ９
ｂには赤，緑，青色の光が得られるだけでなく、白色が得られるようにした領域を設けて
も構わない。
【００６７】
　図６に第２基板２上に形成する遮光パターン１０の平面図を示す。図６に示すように、
遮光パターン１０は画素に対応する部分を開口し網目状に形成する。この開口部にカラー
フィルタ９ａまたは色変換フィルタ９ｂを形成する。
  有機ＥＬ表示装置では、酸素及び水分の濃度が高い環境で素子を駆動すると、ダークス
ポットと呼ばれる非発光点が出現あるいは成長して行き、劣化を起こすことが問題であっ
た。素子の劣化が発生しない酸素及び水分濃度の上限が一般的に１０ｐｐｍ以下とされて
いるため、酸素及び水分濃度が１０ｐｐｍ以下となるように素子周辺を不活性ガスで取り
囲む必要がある。そこで、以下のように表示装置を組み立てることでこの問題を回避する
。
【００６８】
　第１基板１あるいは第２基板２のどちらか一方に対して、環状に紫外線硬化形接着材を
塗布し、接着層１２を形成する。そして、酸素および水分の含有率が１０ｐｐｍ以下の窒
素ガス内の環境で基板１，２の膜面を対向させながら、減圧雰囲気下で重ね合わせ、上部
電極８と導電性の遮光パターン１０が密着するように基板１と２を加圧する。加圧後に、
接着層１２に紫外線光を照射し、接着層１２を硬化させ、封止する。この時、基板間およ
び接着層１２の間に形成される空間に充填された窒素ガスは減圧状態が維持される様にす
ると、上部電極８と導電性の遮光パターン１０との間に密着力が生じ、安定的な電気的接
続を得られる。
【００６９】
　上記では不活性ガスである窒素ガスを封入したが、ヘリウムガスやアルゴンガスなどを
封入しても構わない。また、液状の乾燥剤４３を用いても同様な結果を得ることができる
。
【００７０】
　液状乾燥剤４３を用いる場合は、図１６に示すような接着層１２のパターンを第１基板
１または第２基板２に形成する。この接着層のパターンでは、後に液状乾燥剤４３を封入
させるための封入口４３と開放部分を設けておく。その後、両基板１，２を重ね合わせて
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加圧し、紫外線を当てて、接着層１２を硬化させる。接着層１２を硬化後に、図１６に示
す切断線４２に沿って基板１，２両方とも切断する。そして両基板１，２と接着層１２で
構成される空間を真空排気し、封入口４１を液状乾燥剤４３の層に浸して、毛細管現象に
より同空間に液状乾燥剤４３を充填させる。充填後、封入口に、紫外線硬化形接着材を塗
布し、紫外線を当てて硬化させ、乾燥剤４３を封止する。不活性ガスを封入する場合と同
様に、液状乾燥剤を封入する場合でも表示装置内部の圧力が大気圧よりも低くなるように
することで、上部透明電極８と導電性遮光パターン１０との密着力を増加させることがで
きる。
【００７１】
　表示装置の駆動は第１基板のトランジスタ３で行う。表示装置外部につながれた走査線
と信号線はそれぞれ第１トランジスタ２４のゲート２６とソース２７につながれている。
走査線と信号線にそれぞれ電圧信号が入力されると第１トランジスタ２４のドレイン２８
に電圧加わり、第１トランジスタ２４のドレイン２８につながれた第２トランジスタ２５
のゲート３０に信号が入力される。すると、電流供給線につながれた第２トランジスタ２
５のソース２９からドレイン３１に電流が流れ、更にドレイン３１につながれた下部電極
５を経て有機発光層７に電子を供給する。同時に基板１端部で電源線につながれた上部電
極８より正孔を有機発光層７に注入し、有機発光層７の中の発光層で電子と正孔が再結合
することにより、素子が発光する。
【００７２】
　以上示した構成により低コストで生産でき、かつ上部電極起因の電圧降下による発光輝
度むらのない大形表示装置が実現可能となる。
  上記では発光層が単色発光する場合を示したが、蒸着でのメタルマスクの加工精度・コ
ストの問題が解決されるのであれば、画素毎に赤色・緑色・青色に発光する有機発光層を
持つようにしても、発光輝度むらのない表示装置が実現できる。
【００７３】
　（実施例２）
  図２に別の導電性遮光パターンの形態を持つ有機ＥＬ表示装置の断面図を示す。
導電性遮光パターン１０は、図２に示すように、遮光層２０と低抵抗な導電層２１という
２層構造にしても良い。遮光層２０は黒色顔料を含んだ材料を用いることによって、金属
のみの遮光パターンに比べて画像のコントラストを向上することが可能である。また、遮
光層２０は、導電性でなくてもかまわない。例えば、感光性ポリイミドにカーボンなどの
黒色顔料を分散させた材料を用いて、ホトリソプロセスを用いて遮光層２０を形成するこ
とが可能である。遮光層２０の線幅によっては印刷で形成することも可能である。
【００７４】
　低抵抗な導電層２１は、実施形態１の遮光パターン材料と同様なものを用いる。実施形
態１と同様に、第１基板の上部透明電極８を３００ｎｍのＩＴＯとした。この場合、Ｍｏ
以下の比抵抗を持つ材料で導電性層２１を３００ｎｍの膜厚を形成すれば、大形の有機Ｅ
Ｌ表示装置の実現が見込める。Ｍｏ以外の材料としてＡｌなどの比抵抗の小さい材料を用
いても構わない。
【００７５】
　また、導電性遮光パターン１０を２層構造にしたことにより、導電性遮光パターン１０
とカラーフィルタ層９の膜厚の調整が、遮光層２０の厚さを変更することで可能となる。
実施形態１ではカラーフィルタ層９の膜厚を導電性遮光パターンと同じ３００ｎｍとした
が、カラーフィルタ層９が１～３μｍ程度の膜厚にしなければ光学的な特性を満足できな
いあるいは製造できない場合、遮光層２０の膜厚を増やし、遮光層２０の導電層２１の合
計膜厚がカラーフィルタ層９と同等以上に厚く積層することで調整が可能となる。このよ
うにすることで、導電性遮光パターンと上部透明電極８の電気的接触を得やすくできる。
【００７６】
　実施形態１と同様に、図６の平面図に示すように、第２基板２上に形成する遮光層２０
と導電層２１を網目状に形成し、開口部にカラーフィルタ９を形成する。また、図７の平
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面図に示すように、網目状の遮光層２０を形成後、櫛歯状の導電層２１を形成しても同等
の効果を得ることができる。
【００７７】
　（実施例３）
  図３は球状スペーサを用いた例の断面構造である。実施例１と同様な方法で基板１，２
を成膜する。第２基板２には導電性ポリマーに球状スペーサ１１として金メッキしたシリ
カビーズや金属ボールを分散させて、スピンコートで塗布し、ホトリソプロセスを行う。
これにより、図８の平面図に示す導電性ブラック１０上に球状スペーサ１１を選択的に固
着させる。スペーサの直径は５～３０μｍ程度が適当である。その後、環状に接着層１２
を基板間に塗布し、基板１，２を加圧、紫外線照射により接着層１２を硬化させて、有機
ＥＬ表示装置が得られる。
【００７８】
　（実施例４）
  図４は柱状スペーサを用いた例の断面構造である。実施例１と同様な方法で基板１，２
を成膜する。第２基板２には導電性遮光パターン１０を形成後、図８または図１０の平面
図に示すように円柱状または壁状のスペーサ１３を形成する。このスペーサ１３は導電性
を有する材料で形成し、高さは５～３０μｍとする。給電点３６と画素の間の距離と比べ
、スペーサ１３の高さは無視できる。このためスペーサ１３には、上部透明電極８と同程
度の比抵抗の材料を用いてもかまわない。その他の構造は実施例２と同様にして有機ＥＬ
表示装置が得られる。
【００７９】
　（実施例５）
  図５は別形態の柱状スペーサを用いた例の断面構造である。実施形態４と同様に図９ま
たは図１１の平面図に示すように、導電性遮光パターン１０を形成後にスペーサ１４を形
成する。スペーサ１４は必ずしも導電性でなくても良い。スペーサ１４形成後に、表示領
域全体にＩＴＯやＩＺＯなどの透明電極膜１５を形成する。これにより、透明電極１５を
介して導電性遮光パターン１０と第１基板１の上部電極８の電気的に導通が得られる。
【００８０】
　（実施例６）
  図１２に上部電極８を形成後に絶縁体よりなる保護膜３２を成膜した場合の断面図を示
す。図１２に示すように、第１基板１上に保護膜３２を成膜した後、２枚の基板１，２を
重ね合わせる時に、導電性スペーサ１３を強く押し付けて保護膜３２に孔を空け、上部電
極１０と導電性スペーサ１３を接続させた例を示したものである。保護膜３２はガスバリ
ア性を有するものが望ましい。
【００８１】
　保護膜３２は樹脂系の場合、モノマーの材料を蒸着し、紫外線を照射することにより、
重合反応させ、ポリマー化する形成方法が実用的である。酸素透過性や水分透過性に対す
る抑制効果を向上させるために、ＳｉＯ２やＳｉＮ等の膜を更に積層してもよい。膜厚と
しては合計で０．５～２μｍが適当である。
  また、導電性スペーサ１３と上部電極１０との接触面を開口した保護膜３２を形成した
場合でも、同様の効果を得ることができる。
【００８２】
　（実施例７）
  図１３に、第１基板１側の上部透明電極８を覆う保護膜３２と第２基板２の遮光パター
ン１０とカラーフィルタ９を覆うオーバーコート膜３７を成膜した場合の断面図を示す。
図１３に示すように、第１基板１上に保護膜３２を成膜し、第２基板１上にオーバーコー
ト膜３７を形成した後、２枚の基板１，２を重ね合わせる時に、導電性スペーサ１３を強
く押し付けて保護膜３２とオーバーコート膜３７に孔を空け、上部電極１０と導電性スペ
ーサ１３を接続させた例を示したものである。
【００８３】
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　オーバーコート膜３７としては、アクリル樹脂を用い、膜厚は０．５～１μｍが適当で
ある。また、導電性スペーサ１３と上部電極１０との接触面を開口した保護膜３２とオー
バーコート膜３７を形成した場合でも、同様の効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
  コンピュータ用表示機器、テレビジョン、ゲーム機、携帯用映像表示機器、携帯電話、
ＰＤＡ、計測機器・医療機器の表示部、自動車・航空機・船舶の表示装置に利用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の実施形態１を示す有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図２】本発明の実施形態２を示す有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図３】本発明の実施形態３を示す有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図４】本発明の実施形態４を示す有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図５】本発明の実施形態５を示す有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図６】本発明の実施形態１および２の遮光パターンの形態を示す第２基板の平面図であ
る。
【図７】本発明の実施形態２の遮光パターンの形態を示す第２基板の平面図である。
【図８】本発明の実施形態３及び４のスペーサの形態を示す第２基板の平面図である。
【図９】本発明の実施形態５の導電性遮光パターン，スペーサ，透明導電層の関係を示す
第２基板の平面図である。
【図１０】本発明の実施形態４のスペーサの形態を示す第２基板の平面図である。
【図１１】本発明の実施形態５の導電性遮光パターン，スペーサ，透明導電層の関係を示
す第２基板の平面図である。
【図１２】本発明の実施形態６を示す有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図１３】本発明の実施形態７を示す有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図１４】本発明の実施形態１の第１基板上の表示領域と給電点の位置関係を示す平面図
である。
【図１５】本発明における表示領域中央部の電圧降下を計算した結果の一例を示す。
【図１６】本発明において液状乾燥剤を表示装置内に充填させるための接着層の塗布パタ
ーンの例を示す。
【符号の説明】
【００８６】
１…第１基板，２…第２基板，３…ＴＦＴ，４…トランジスタ駆動層，５…下部電極，６
…素子分離用バンク，７…有機発光層，８…上部透明電極，９…カラーフィルタ，９ａ…
カラーフィルタ，９ｂ…色変換フィルタ，１０…導電性遮光パターン，１１…不活性ガス
，１２…接着層，１３…導電性スペーサ,１３ａ…球状導電スペーサ,１３ｂ…柱状導電ス
ペーサ，１４…スペーサ，１５…透明導電層，２０…遮光層，２１…導電層，２４…第１
トランジスタ，２５…第２トランジスタ，２６…ゲート（走査線に接続），２７…ソース
（信号線に結合接続），２８…ドレイン，２９…ソース（電源供給線に接続），３０…ゲ
ート，３１…ドレイン，３２…保護膜，３３…直流電源，３４…＋極，３５… －極，３
６… 給電点，３７…オーバーコート膜，３８…画素，３７…サブ画素，４０…表示領域
，４１…封入口，４２…基板切断線，４３…液状乾燥剤
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【図１５】 【図１６】
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